撮影申請同意書・チェックシート
下記各項目をお読みいただき□にチェックを入れてください。全てにチェックが入っていない場合、許可条件等に同意いただけていないものとして許可をお出しできません。

１．許可条件
・当公園内で許可手続きが必要な撮影行為は下記条件のもとで実施可能です。
☐１　園内の土地物件を汚損し、又は植物等を採取若しくは損傷しないこと。
☐２　公園施設、土地等を汚損又は破損した場合は、利用者の責任で原状に回復すること。
☐３　利用後は園内を清掃し、行為に使用した物品、ごみ等は必ず持ち帰ること。
☐４　利用目的以外に使用しないこと。
☐５　関係機関の許可が必要な場合は、事前に許可を受けること。
☐６　園内の利用場所は、必要最小限にとどめ独占しないこと。
☐７　危険な行為や騒音を出す行為その他他人に迷惑のかかる行為は行わないこと。
☐８　電気を使用する場合は、園外の電源を使用すること。
☐９　許可なく物品の販売その他の営業行為は行わないこと。
☐10　利用に起因する事故、苦情等については利用者の責任において解決し、また、直ちに公園管理者に報告すること。
☐11　利用時は本許可書を携帯し、求められた場合は掲示すること。
☐12　園内に車等の乗り入れ及び駐停車をしないこと。
※上記他、都市公園法や江東区立都市公園条例、その他関係法令に従うこと。

２．必要な申請書類
・以下の書類を撮影希望日の7日前までにメールまたは公園管理事務所にてご提出ください。
	☐公園利用許可申請書
	☐撮影位置確認シート

	☐撮影隊配置図
	☐本チェックシート

	☐企画概要書（別添資料があればそちらもご提出ください）



３．申請手続きの流れ
・以下をご参照の上手続きを進めてください。
１．WEBから仮予約をする。
２．上記の申請書類を提出する。
３．申請分の公園利用料を公園利用開始前までに支払う。
●公園管理事務所での支払いの場合：9～17時にお越しください(曜日問わず)
●振込の場合の振込先口座：りそな銀行　東京営業部　普通　5713190　物林株式会社
※振込の場合は利用日の直前平日の午前中までにお振込みください。
４．許可書と腕章を公園事務所で受け取り撮影開始。(腕章は終了後速やかに返却)
☐上記一連の流れを理解・承知しました。


４．公園利用料のお支払い
□公園利用料は撮影開始前までにお支払いください。公園管理事務所でのお支払いの場合は9～17時の間にお越しください。
□申請取り下げの期日は『撮影予定日の7日前の昼12時まで』です。それ以降の取り下げは申請内容に準じた公園利用料が基本的に発生します。
□領収書の宛名は原則申請者様の企業・団体名で発行しますが、そちらと異なる宛名を希望される場合は予めお申し付けください。

５．江東区フィルムコミッションについて
□江東区のPRに繋がる撮影内容である場合、江東区および当公園が定める公園内での撮影に関するルールを一部緩和し許可を受ける事が可能です。詳しくは『江東区フィルムコミッション』までお問い合わせください。


上記内容を確認し同意します。
年　　　月　　　日
申請者：　　　　　　　　　　
